
添付

　

ボイラー最大連続蒸発量運転の

安全性及び環境影響について

平成１５年５月７日

原子力安全・保安院
電力安全課

参考資料



目　次

はじめに　―――――――――――――――――――――――――――――― 　1

第１章　　汽力発電設備のしくみとボイラー蒸発量一定運転の概要

１．汽力発電設備のしくみ　―――――――――――――――――――――― 　2

２．ボイラー蒸発量と電気出力の関係　――――――――――――――――― 　3

３．現在の運転方法　――――――――――――――――――――――――― 　3

４．ボイラー蒸発量一定運転　――――――――――――――――――――― 　4

第２章　　ボイラー最大連続蒸発量運転での安全性評価

１．評価すべき内容と評価方法　―――――――――――――――――――― 　7

２．評価結果　―――――――――――――――――――――――――――― 　7

　（１）ボイラー設備　――――――――――――――――――――――――   7

（２）蒸気タービン設備　―――――――――――――――――――――― 　7

（３）電気設備　――――――――――――――――――――――――――  12

（４）計測制御設備と状態監視　―――――――――――――――――――　12

第３章　　ボイラー最大連続蒸発量運転での環境影響評価

１．大気環境影響評価　――――――――――――――――――――――――　14

（１） 電気事業法関係法令に基づく変更手続きの要否

（２） 環境影響評価におけるばい煙の拡散予測手法

（３） ボイラー最大連続蒸発量運転に伴うばい煙による大気環境への影響

２．温排水影響評価　―――――――――――――――――――――――――  19

（１） 環境影響評価における温排水の拡散予測手法

（２） ボイラー最大連続蒸発量運転に伴う温排水による環境への影響

３．その他の配慮事項　――――――――――――――――――――――――  23

おわりに　――――――――――――――――――――――――――――――  24



- 1 -

はじめに

原子力発電設備における原子炉の熱出力を定格状態に保ち海水温度変化に合わせた電気出力

を得る運転方式（定格熱出力一定運転）は、資源や設備をより有効に利用する運転方式とされ、

海外では一般に実施されている。原子力安全・保安院においても、「総合資源エネルギー調査会

原子力安全・保安部会」において、原子力発電所の運転効率向上にむけた検討課題の一つとして

取り上げられた、これが我が国の原子力発電設備に導入された場合の安全性へ及ぼす影響につい

て検討した報告書がとりまとめられた。

　一方、火力発電設備のうち、ボイラーで発生した蒸気により蒸気タービン・発電機を回転させ

発電を行う汽力発電設備は、原子力発電設備の原子炉をボイラーに置換した発電システムとも言

え、原子力発電設備における定格熱出力一定運転方式と同様に、ボイラー蒸発量を一定とした運

転により、設備の安全性を確保しつつ蒸気タービン・発電機の定格を超えた電気出力を得ること

ができる。

　このボイラー蒸発量を一定とした運転（これを「ボイラー蒸発量一定運転」と言う。）方式は、

電気事業者において、汽力発電設備が電力需要変動に対応するミドル供給力やピーク供給力とし

て位置づけられており、ベース供給力を担う原子力発電設備とは異なることから、現実に採用さ

れる可能性は小さい。他方、自社で使用する電気を賄う自家用の汽力発電設備は、このような運

転方式を採用する可能性もある。

　このため、ボイラー蒸発量一定運転状態におけるボイラーや蒸気タービン等の機器の健全性や

環境への影響について一般的な評価を行うこととした。安全性評価では、ボイラー蒸発量をボイ

ラー最大連続蒸発量で運転を行う場合（以下「ボイラー最大蒸発量運転」と言う。）が一番厳し

い運転となるため、この状態での安全性、環境影響について評価を行うこととした。

本報告書では、第１章で汽力発電設備のしくみとボイラー蒸発量一定運転の概要を説明した

上で、第２章で安全評価上最も厳しいボイラー最大連即蒸発量運転の安全性について確認を行っ

た。また、第３章でボイラー最大連続蒸発量運転による大気及び温排水に係る環境への影響につ

いて確認を行った。
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第１章　　汽力発電設備のしくみとボイラー蒸発量一定運転の概要

１． 汽力発電設備のしくみ

火力発電方式のうち汽力発電とは、ボイラー内で燃料を燃焼させた熱により発生した蒸気

で蒸気タービンを回転させ、これと直結した発電機により電気を発生させる発電方式である。

蒸気タービンを出た蒸気は復水器に入り、ここで内部に海水が流れる多数の管と接触して冷

やされ凝縮して水に戻り、再びボイラーに導かれる。（図－１参照）

この時、蒸気タービン入口で高圧であった蒸気は、復水器の中で真空近くまで低下する。

この圧力差が大きいほど、また、蒸気量が多いほど蒸気タービンの羽根車はより強い力で回

転し、より多くの電気が生み出される。

復水器で蒸気を冷却するために使用される海水は、復水器を通過する間に温度が若干上昇

し、海へ放出されるときには、取水した時の水温に比べ、温度が上昇（一般に７℃程度）し

ていることから「温排水」と呼ばれる。

蒸気を発生させるボイラーでは、燃料燃焼に伴い排ガスが発生しており、これは煙突から

大気へ放出されている。

図－１　汽力発電のしくみ（概要）
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２．ボイラー蒸発量と電気出力の関係

復水器の内圧が真空状態にどれだけ近いかを表す値を復水器真空度と呼び、この値が大き

い程、真空に近いことを意味する。冬場のように海水温度が低下すると、蒸気はより低い温度

で冷やされ、蒸気が効率よく水に凝縮するため、復水器内の圧力は夏場に比べ低下する。すな

わち、夏場に比べ真空度が高くなる。

蒸気タービン入口の蒸気圧力が季節によって変化しないのに対し、冬季には夏季に比べ蒸

気タービン出口の圧力が海水温度の低下に応じ自然に低下するため、蒸気タービン入口と出口

間の圧力差が大きくなり、より多くの電気が発生する。

つまり図－２のように海水温度が低下すると、復水器の真空度は自然に高くなり、ボイラ

ー蒸発量が電気出力に変換される割合、すなわち蒸気タービンの熱効率が高くなる。

海水温度と蒸気タービン
熱効率の関係

海水温度（℃） 海水温度　　　高
復水器真空度　低

（夏季）

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
熱
効
率
（
％
）

高い
（冬季）

低い
（夏季）

図－２　熱効率について（概念図）

海水温度　　　低
復水器真空度　高

（冬季）

汽力発電所の熱効率
（蒸気タービン熱効率）

ボイラー蒸発量
（熱出力）

温
排
水

電
気
出
力

ボイラー熱出力

電気出力
＝ 蒸気タービン熱効率（％）

排
気
ガ
ス

ボイラー内での
燃料燃焼熱量

３．現在の運転方法

我が国の汽力発電所におけるボイラー熱出力に相当するものは、電気事業法に基づく工事計

画届出にて届出された「ボイラー最大蒸発量」であり、ボイラー運転の規制値となっている。
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また、電気出力は、年間を通じて発生可能な最大値として、熱効率が低下する夏季においても

発生し得る電気出力（以下「定格電気出力」という。）として届出されている。

こうした規制体系の下、海水温度が低下し復水器真空度が向上する冬季等には、熱効率が向

上するため、この定格電気出力を超えないようにボイラーへ投入する燃料の量を調整すること

によりボイラーの蒸発量を調整して運転している。

　

一般に汽力発電設備においては、工事計画書で届出をしている「ボイラー最大蒸発量」を「ボ

イラー最大連続蒸発量（ＭＣＲ）」（以下「ＭＣＲ」とする。）といい、基準となる良好な復水

器真空度において定格電気出力を得る蒸発量を「ボイラー経済的連続蒸発量（ＥＣＲ）」（以下

「ＥＣＲ」とする。）という。従って、定格電気出力を発生させる運転を行う場合、復水器真

空度が基準真空度よりも高くなる冬季にはボイラーからの蒸発量を抑えてＥＣＲ以下で運転

を行い、基準真空度より低くなる夏期にはボイラーからの蒸発量を多くしてＥＣＲ以上かつＭ

ＣＲ以下で運転を行っている。（図－３参照）

90

95

100

105

真空度（mmHg）

出
力
（
％
）

図－３　蒸気タービンの蒸気流量と出力の関係の例

 100%負荷定格点（性能保証点） ：タービン熱計算上の設計点で、一般的に、この点においてタービン性能が最高となるよう、タービ
　　　　　　　　　　　　　　　  ン各部の抽気点圧力、翼列設計を行う。ボイラー経済的連続蒸発量（ＥＣＲ）の線図上に位置する。

 ケーパビリティ（出力保証点） ：夏場の真空度、タービンプラントロス等の実運用上想定される最悪条件でも100%定格出力を確保す
　　　　　　　　　　　　　　　　るために必要な主蒸気流量を求める条件。（ボイラーMCR算出上のベースとなる条件）

 ボイラーＭＣＲ             　：ケーパビリティ条件の主蒸気流量（補助蒸気量含む）に余裕を考慮し決定する。

【説明】

100%負荷定格点
（性能保証点）

ケーパビィリティ
（出力保証点）

ボイラー最大連続蒸気量
（ＭＣＲ）

ボイラー最大連続蒸気量
（ＭＣＲ）

ボイラー経済的連続蒸発量
（ＥＣＲ）

ボイラー経済的連続蒸発量
（ＥＣＲ）

真空度　高　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真空度　低
(海水温度　低)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(海水温度　高)

定格出力

●●

４．ボイラー蒸発量一定運転

ボイラーからの蒸発量を長期にわたり一定に保ち、海水温度の季節変動に応じた電気を発生

する運転を行う場合、電気出力は海水温度に依存して変化し、定格電気出力を超えて発電する
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ことも可能となる。このような運転を「ボイラー蒸発量一定運転」と言う。（図－４参照）

　汽力発電設備では、ボイラー蒸発量に合わせた量の燃料を逐次投入する必要があるため、原

子力発電における熱出力を一定に保った運転（定格熱出力一定運転）と比較すると汽力発電に

おいては「ボイラー蒸発量運転」を行うことによる経済的メリットは小さい。また、汽力発電

設備は、日常的に短時間の間にその出力を変化させることができ、また、起動・停止などの運

用性能が高く、日々、あるいは時々刻々と変動する電力需要に対応して、その出力を変動させ

る役割を担っている。

　したがって、「ボイラー蒸発量一定運転」は、電気事業者にとっては一般的には実施するこ

とのない運転方式と考えられるが、他方自家用の汽力発電設備の設置者にとっては、経済的メ

リットが発生する場合には、この「ボイラー蒸発量一定運転」を実施する可能性もある。

現状の運転方法
ボイラー最大蒸発量における

ボイラー蒸発量一定運転

熱
出
力

１月 １２月 １月 １２月

復
水
器
真
空
度

復水器真空度
運転方法の違
いによる変化

はない１月 １２月 １月 １２月

６月

６月 ６月

６月

高い 高い

低い 低い

図－４　季節による電気出力（蒸気タービン出力）の変動概念図

蒸気タービン出力（電気出力）

ボイラー熱出力

ボイラー
最大蒸発量

定格電気出力

蒸気タービン出力（電気出力）

ボイラー熱出力

電
気
出
力
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第２章  ボイラー最大連続蒸発量運転での安全性評価

１．評価すべき内容と評価方法

　本章では、ボイラー蒸発量一定運転状態での汽力発電設備の安全性について詳細に確認するが、

この評価条件、評価すべき内容を整理すると、以下のとおりである。

○ 評価条件：

　評価は、ボイラー蒸発量一定運転のうち、ボイラー蒸発量をボイラー最大連続蒸発量（ＭＣ

Ｒ）で一定運転（以下、この条件の運転状態を「ボイラー最大連続蒸発量運転」という。）で

行う場合とする。

これは、ＭＣＲがボイラー運用上での制限値であり、蒸気タービンへ送られる蒸気量はＭＣＲ

を超えることはなく、この条件が、蒸気タービンにとって運用上最も厳しいものであり、さら

に電気設備や計測制御設備にとっても最も厳しい条件となることによる。

○ 評価内容：

● 蒸気タービンの出力が上昇することで、蒸気タービン設備の健全性に問題が生じないこと。

● 電気出力が上昇することで、電気設備（発電機、主変圧器）の健全性に問題が生じないこ

と。

● 電気出力の上昇状態は、十分監視かつ制御可能であること。

　これらの項目について、一般的な汽力発電設備においてボイラー最大連続蒸発量運転を行うも

のとして検討を実施した。
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２．評価結果

（１） ボイラー設備

ＭＣＲは工事計画で届出されている最も厳しい運転状態であり、これを安定的に継続できる

ようボイラーは設計されている。ボイラー最大連続蒸発量運転を行うことで、このＭＣＲが増

加するものではないことから、新たに評価の対象とする必要はない。

（２） 蒸気タービン設備

ボイラー最大連続蒸発量運転を行った場合、蒸気タービン設備を構成する機器や部品に強

度面で問題が生じないか検討した。

検討の対象とした機器及び部品は、車室、円板、隔板及び噴口（静翼）、翼、車軸及びカッ

プリングボルト、タービン・オーバースピード（注）並びに復水器である。

（注）蒸気タービンの負荷が遮断された場合、蒸気加減弁などが急速に閉止し、蒸気タービン

への蒸気の供給を止めるが，負荷を失った蒸気タービンは、車室に残留した蒸気エネル

ギーにより一瞬定格回転数を超えることとなり、これをタービン・オーバースピードと

いう。タービン・オーバースピードは強度評価に関連があるため評価対象とし、このオ

ーバースピードが規定値を超えないことの確認を行った。

定格電気出力で運転した場合とボイラー最大連続蒸発量運転の場合、復水器真空度によっ

て蒸気タービンの運転状態、蒸気タービン出力（電気出力）がどのように変化するかを概念

的に示したのが図－５である。

強度評価を行うには、メーカが、図－５で示した蒸気タービンの運転状態をどのように考

慮し、各機器の設計条件を決め、製造しているかが重要である。この状態がボイラー最大連

続蒸発量運転状態を含むものであれば、設計上の問題はない。

　結果は、以下に示すとおりである。（表－１参照）

イ． 蒸気タービン車室は、蒸気タービンを回転させるための蒸気が流れ込む内部車室と、

内部車室から排気された蒸気を内包する外部車室がある。内部車室及び外部車室は、

蒸気加減弁全開（ＶＷＯ）時の仮想的な最大蒸気流量状態における蒸気圧力、あるい

はボイラー最大蒸発量運転状態における蒸気圧力以上を最高使用圧力として設計が

行われている。ただし、低圧タービン外部車室内は復水器につながっており、同じ圧

力となるため、考えられる最高の外圧（760mmHg）を考慮して設計される。ボイラ
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復水器真空度
海水温度：低

（冬季）
海水温度：高

（夏季）

小

大

Ｃ線（ＶＷＯ時の出力曲線）

Ｂ線（ＭＣＲ時におけるﾎﾞｲﾗ―蒸発量一定運転時
　　　の出力曲線）

Ａ線（定格電気出力で運転した場合
　　　の出力曲線）

高 低

タ
ー
ビ
ン
出
力

（
電
気
出
力
）

定
格
出
力

（定
格
電
気
出
力
）

ー最大連続蒸発量運転を行っても蒸気圧力の最大値や最高の外圧は変わらないため、

強度面で問題を生じることはない。

Ａ線：
定格電気出力で運転した場合である。海
水温度（復水器真空度）が変化すると、
ボイラー蒸発量を一定にしたままでは蒸
気タービン出力（電気出力）が増減する
ため、ボイラー蒸発量（蒸気流量）を調
整して、電気出力が一定となるよう運転
する。

Ｂ線：
ＭＣＲにおけるボイラー蒸発量一定運転
（ボイラー最大連続蒸発量運転）の状態
である。ボイラーの蒸発量を最大に維持
して運転する。海水温度が低下するにし
たがって蒸気タービン出力（電気出力）
は上昇する。

Ｃ線：
蒸気加減弁全開（Valve Wide Open（注）；
以下、「ＶＷＯ」という。）時の設計上の
仮想的な最大蒸気流量が蒸気タービンに
流入した状態である。

（注）蒸気タービン入口には、蒸気ター

ビンに流れ込む蒸気流量を調整するため、蒸気加減弁が設置されている。この蒸気加減弁は、ＭＣＲが確実に

蒸気タービン内に流れ込むことができるよう余裕を持って設計、製造されており、全開することなくＭＣＲを

達成することができる。ＶＷＯとは、この蒸気加減弁を全開にした仮想の状態を言う。

図－５　タービン出力曲線（概念図）

ロ． 蒸気タービン車室は、蒸気タービンを回転させるための蒸気が流れ込む内部車室と、

内部車室から排気された蒸気を内包する外部車室がある。内部車室及び外部車室は、

蒸気加減弁全開（ＶＷＯ）時の仮想的な最大蒸気流量状態における蒸気圧力、あるい

はボイラー最大蒸発量運転状態における蒸気圧力以上を最高使用圧力として設計が

行われている。ただし、低圧タービン外部車室内は復水器につながっており、同じ圧

力となるため、考えられる最高の外圧（760mmHg）を考慮して設計される。ボイラ

ー最大連続蒸発量運転を行っても蒸気圧力の最大値や最高の外圧は変わらないため、

強度面で問題を生じることはない。



- 9 -

ハ．蒸気タービンの円板に加わる遠心応力は、ボイラー最大連続蒸発量運転時にも定格回

転速度（１分間当たりの回転数。以下「回転数」と言う。）数が変わらないことから、

ボイラー最大連続蒸発量運転を行っても強度面で問題を生じることはない。

また、翼溝部の高温クリープ強度については、蒸気加減弁全開（ＶＷＯ）時の仮想

的な最大蒸気流量及び蒸気温度状態を条件に設計されている。ボイラー最大連続蒸発

量運転を行ってもこの範囲内にあるため、強度面で問題を生じることはない。

ニ．隔板及び噴口（静翼）、翼（動翼）については、蒸気加減弁全開（VWO）時の仮想的

最大蒸気流量状態を条件に設計されている。ボイラー最大連続蒸発量運転を行っても

この範囲内にあるため、強度面で問題を生じることはない。

　　　また、噴口（静翼）、翼（動翼）の高温クリープ強度については、蒸気加減弁全開

（ＶＷＯ）時の仮想的な最大蒸気流量及び蒸気温度状態を条件に設計されている。ボ

イラー最大連続蒸発量運転を行ってもこの範囲内にあるため、強度面で問題を生じる

ことはない。

ホ．車軸及びカップリングボルトについては、蒸気加減弁全開（ＶＷＯ）時の仮想的な最

大蒸気流量状態を条件に設計されている。ボイラー最大連続蒸発量運転を行ってもこ

の範囲内にあるため、強度面で問題を生じることはない。

ヘ．負荷遮断時（落雷による送電線事故などのため発電機を送電系統から急速に切り離し

た場合）に到達する蒸気タービンの最大回転数（タービン・オーバースピード）に対

する制御設計は、定格電気出力で評価が行われている。ボイラー最大連続蒸発量運転

時にはこれを超える場合があることから、蒸気加減弁全開（VWO）時で解析により

再評価を行った。

その結果、負荷遮断時の蒸気タービン最大回転数は、「発電用火力設備に関する技

術基準」に定められている非常調速装置（蒸気タービンへの蒸気供給を急速に遮断す

る設備）の作動速度である定格回転数の 111％を超えないことから、ボイラー最大連

続蒸発量運転を行っても問題ないことを確認した。

蒸気タービンの制御設計については、技術基準（発電用火力設備に関する技術基準）

第１４条に規定があり、調速装置の能力として「定格負荷を遮断した場合に達する回

転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力」を有することを求めてい

るが、ボイラー最大連続蒸発量運転を定常的に実施する場合は、この運転状態での調

速装置の能力も規定する必要があり、「定格負荷を超える運転を行う場合はその最大

の負荷においてもこの能力を有すること」を求めるよう改正したところである。

ト．復水器については、外部が大気圧で内部が真空になった状態（真空度 760mmHg）

を条件として構造強度設計されている。ボイラー最大連続蒸発量運転を行ってもこの

範囲内にあるため、強度面で問題を生じることはない。
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一般に汽力発電設備の蒸気タービンは、これと同じ思想により設計、製作されていること

を考慮すると、ボイラー最大連続蒸発量運転に移行しても蒸気タービン設備の強度について

は、一般的に問題がないと判断する。

なお本評価は一例であるため、個別の汽力発電設備でボイラー最大連続蒸発量運転を行う

際には、設置者は、自主保安の一環として、同様の評価を行う必要がある。特に経年化した

蒸気タービンにあっては、引張強度の低下を取り入れた評価を行う必要がある。



－
1
１
－

タービン設備の健全性評価（例）

評価項目

メーカーによる強度設計の考え方 ボイラー最大連続蒸発量運転（ＭＣＲ時） 評価結果

車室
最高使用圧力（内車室）
真空度７６０ｍｍＨｇ（外車室）

評価応力；
　　　内圧，外圧

最高使用圧力以下
真空度７６０ｍｍＨｇ以下

メーカ強度設計点＞ボイラー
　　　　　　　　　ＭＣＲ運転

○

高温部・低温部
１２０％定格回転数

評価応力；遠心応力 １００％定格回転数
（タービン回転数は変化なし）

円板
高温部（クリープ強度）
ＶＷＯ時の蒸気温度および発生応力

評価応力；　　　　　③
　　　遠心応力

ボイラーＭＣＲでの蒸気温度　　　　　②
および発生応力

メーカ強度設計点＞ボイラー
　　　　　　　　　ＭＣＲ運転 ○

低温部
ＶＷＯ時の蒸気流量（注１）
で静翼に生じる曲げ応力

評価応力；　　　　　③
　　　曲げ応力

ボイラーＭＣＲで静翼に生じる　　　　②
曲げ応力

隔板及び噴口
　　　（静翼）

高温部（クリープ強度）
ＶＷＯ時の蒸気温度および発生応力

評価応力；　　　　　③
　　　曲げ応力

ボイラーＭＣＲでの蒸気温度　　　　　②
および発生応力

メーカ強度設計点＞ボイラー
　　　　　　　　　ＭＣＲ運転 ○

高温部・低温部
・１２０％定格回転数における遠心力
・ＶＷＯ時の蒸気流量で動翼に
　生じる曲げ応力

評価応力；

　　　遠心応力　　　③
　　　曲げ応力

・１００％定格回転数

・ボイラーＭＣＲで動翼に生じる　　　②
　曲げ応力

翼

高温部（クリープ強度）
ＶＷＯ時の蒸気温度および発生応力

評価応力；

　　　遠心応力　　　③
　　　曲げ応力

ボイラーＭＣＲでの蒸気温度　　　　　②
および発生応力

メーカ強度設計点＞ボイラー
　　　　　　　　　ＭＣＲ運転 ○

車軸及び
カップリングボルト

ＶＷＯ時の蒸気流量で
発生する電気出力

評価応力；　　　　　③
　　　せん断応力

ボイラーＭＣＲで発生する　　　　　　②
電気出力

メーカ強度設計点＞ボイラー
　　　　　　　　　ＭＣＲ運転 ○

タ 

ー 

ビ 

ン

タービンオーバー
スピード

定格出力時のタービン加速エネルギー

非常調速機の作動速度
である 111%を超え
ないこと

　　　　　　　　　　①

ボイラーＭＣＲで発生する電気出力時　②
のタービン加速エネルギー

メーカ強度設計点＜ボイラー
　　　　　　　　　ＭＣＲ運転

ＶＷＯ時
(③)にて再
評価

復水器 真空度７６０ｍｍＨｇ
評価応力；
　　　　外圧

真空度７６０ｍｍＨｇ以下
メーカ強度設計点＞ボイラー
　　　　　　　　　ＭＣＲ運転

○

（注１）ＶＷＯ；バルブワイドオープン（蒸気加減弁全開状態）。この時タービンへの流入蒸気は最大となる。

タービン出力曲線(概念図)

　復水器真空度

海水温度：高

　（夏季）

海水温度：低

　（冬季）

タ
ー
ビ
ン
出
力

ＶＷＯ時の出力曲線

　　　

②

③

定

格

出

力

ボイラー最大連続蒸発量運転時の

出力曲線

大

小

高 低

定格電気出力で運転した場合の出力曲線

　　　

①

（
定
格
電
気
出
力
）

表
－
１

（
電
気
出
力
）
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（３）電気設備

　ボイラー最大連続蒸発量運転を行った場合、発電機及び主変圧器に機械的強度面及び熱的な面

で問題が生じないか検討した。

　イ．機械的強度評価

　発電機の機械的強度評価は、主要構造物である回転子軸によって評価され、その強度設計

は蒸気タービンの車軸と同様であり、ボイラー最大連続蒸発量運転を行っても問題ない。

　ロ．熱的評価

　電気設備は通電することなどにより発熱し、温度が上昇するため、発電機及び主変圧器の

健全性が損なわれないよう、通電などによる発熱を冷却する装置を設け、構成部品各部の温

度を制限値以下に抑えている。

　なお、過大な通電等により構成部品各部の温度制限値を超過しないよう、電気事業者は、

常に発生電力や主変圧器油温度など機器冷却媒体の温度監視を行い、発電機と主変圧器の健

全性が保たれた状態で、運転がなされていることを確認している。

　電気設備の健全性について評価した結果、ボイラー最大連続蒸発量運転により得られる運

用上の最大電気出力は、発電機及び主変圧器の構成部品各部の温度制限値によって定まる出

力より小さい値になっており、発電機及び主変圧器の健全性を損なわずに運転しうることを

確認した。したがって、ボイラー最大連続蒸発量運転においても、発電機及び主変圧器の健

全性に問題は生じない。

　なお、今回の評価では、発電機進相運転を行う場合の温度制限値について検討を行ってい

ない。このため、進相運転を行う場合は、進相運転時の温度制限値の妥当性等の評価を行う

必要がある。

（４）計測制御設備と状態監視

　イ．計測制御設備

計測制御設備は、監視や制御の対象となっている設備の運転状態を十分監視できなければ

ならない。ボイラー最大連続蒸発量運転によって定格電気出力運転時の最高値を超えるのは

電気出力のみである。なお、電気出力に関連する計測制御設備は電気設備の設備容量に余裕

を持って設計されているため、設備容量範囲以内での運転であれば計測制御範囲を超えるこ

とはない。
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電気設備の設備容量は、発電機等における構成部品各部の温度制限値を満足しうる最大皮

相電力値以下である。この温度制限値は、電気学会における標準規格で規定されており、通

常、水素直接冷却発電機の固定子コイルの温度限度は 120℃である。

同様に、主変圧器では絶縁油の温度上昇限度は 55℃で、最高許容温度は 105℃であり、基

底温度 40℃で算定すると、温度限度は 95℃となる。

現在設置されている計測制御設備の範囲は、これら温度制限値に対して満足しうる範囲と

なっており、問題ないと判断する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ロ．状態監視

火力発電所では、運転員は運転操作を行わない時にも常にプラントは正常に動いているか、

何らかの異常の予兆はないか判断するために、その稼働状態を監視しておく必要がある。

ボイラー最大連続蒸発量運転の実施がこうした状態監視にどのような影響を及ぼすかにつ

いて確認を行った。

①監視項目の重要度の変化

現在の定格電気出力運転では、運転員は、電気出力を定格値（100%）以下となるよう

監視している。

ボイラー最大連続蒸発量運転時には、運転員は、電気出力が、発電機及び主変圧器の部

品の温度制限値により定まる出力以下であることについて監視すれば良い。

②ボイラー蒸発量の監視方法について

現在、ボイラー蒸発量については、貫流式ボイラーの例においては、これと等価な給水

流量の瞬時値と１時間値（過去１時間の平均値）を監視しており、ボイラー最大連続蒸発

量運転時にこれを変更する必要はない。

③発電機及び主変圧器の監視方法について

監視項目である発電機の有効電力、無効電力の瞬時値と有効電力の積算記録（過去１時

間の積算値）の双方を監視しており、ボイラー最大連続蒸発量運転時にこれを変更する必

要はない。

以上の結果から、ボイラー最大連続蒸発量運転を実施することによって、監視項目や監視方

法が従来から大きく変わることはなく、運転員に過度の負担が生じるとは考えられない。



- 14 -

第３章　　ボイラー最大連続蒸発量運転の環境影響評価

１． 大気環境影響評価

汽力発電所のボイラーでは燃料の燃焼により排ガスが発生し、これを煙突から大気中へ放出し

ている。煙突から放出された排ガスは、上向きの排出速度と排ガスの持つ温度によって生じる浮

力の効果で上昇しながら、次第に風に流されながら拡散していく。

この排ガスの拡散による周辺の大気環境に及ぼす影響については、ばい煙の着地濃度を予測式

等により計算し、周囲の環境濃度や環境基準等の基準値と比較し評価している他、特に電気出力

１５万kW以上の汽力発電設備を設置する場合は、あらかじめ法令等に基づく環境影響評価を行っ

ている。

ボイラー最大連続蒸発量運転は、ボイラーからの排ガス量を最大とした継続的運転であり、こ

の運転による大気環境への影響を評価した。

（１） ばい煙の拡散予測手法

　①　ばい煙の拡散するしくみ

煙突から放出された排ガスは、上向きの排出速度と排ガスの持つ温度によって生じる浮力

の効果で上昇しながら、次第に風に流されながら拡散していく。（図－６参照））

最大着地濃度距離

最大着地濃度

有 効 煙 突
高 さ

煙 の ス ピ ー ド ・ 温 度
に よ る 上 昇 分

煙 突 実 高 さ

風

拡 散 中 心 軸

風 下 距 離

風 下 距 離

着
地
濃
度

0

図－６　ばい煙拡散及び大気拡散予測の概念図
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ここで、煙突の実高さに、排出速度と浮力による上昇高さを加えたものを有効煙突高さと

いう。また、排ガスが地表面に到達するところの濃度（着地濃度）は、煙突に近いところで

はまだばい煙が地表まで十分降下していないために低く、距離が大きくなるにつれて次第に

高くなり、最大着地濃度に達してから、その遠方では拡散によって次第に小さくなる。（図

－６参照）

　②　排ガスの拡散予測手法

法令等に基づく環境影響評価における大気拡散予測は、１時間、１日間といった短期間の

着地濃度を予測・評価するもの（以下「短期拡散予測」という。）と、一年間の運転状況等

を考慮し、着地濃度の年間平均値として予測・評価するもの（以下「長期拡散予測」という。）

がある。

拡散計算の基礎となるのは各発電所立地地点での気象条件であり、「風向」、「風速」、「大

気安定度」のデータが不可欠である。これら気象条件は、「風向」がばい煙の拡散する方向、

「風速」がばい煙の上昇する高さなどに影響、「大気安定度」がばい煙の拡散幅（不安定な

ほど拡散幅は広がる。）に影響している。

大気拡散予測の計算は、ばい煙の上昇計算と拡散計算で構成されている。上昇計算では、

排煙の排出速度と温度による浮力で上昇する高さ（有効煙突高さ）を求めており、拡散計算

では、有効煙突高さからある気象条件の下で拡散希釈されて、地上に到達した際のばい煙の

濃度を求めている。

（２） ボイラー最大連続蒸発量運転に伴うばい煙による大気環境への影響

① ばい煙に関する環境影響評価の結果とボイラー最大連続蒸発量運転による評価結果の

　　比較

　 　イ．短期拡散予測における影響評価

短期拡散予測は短期間に発生する最大の影響を評価するためのもので、その評価条件は

以下のとおりである。

ばい煙諸元：       発電所から排出されるばい煙量等は設備の最大値、つまりＭＣＲ状態で

連続運転した場合の１時間あたりの排出ガス量、ばい煙量、排ガス温度

等の諸元（これを「ばい煙諸元」という。）を用いている。

気 象 条 件 ：       代表的な拡散条件とするため、「風向」一定、「風速」６m/s、「大気安定

度」中立、気温１５℃などの条件を用いている。
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拡散予測手法：ばい煙の上昇計算はボサンケⅠ式など、拡散計算はサットン式などによ

り計算されており、最大着地濃度の１時間値及び２４時間値が予測され

ている。２４時間値については、昭和５２年に省議決定した「発電所の

立地に関する環境影響調査及び環境審査の強化について」（省議アセス

制度）では１時間値を基にして「時間修正係数」（風向変動の振れ幅を考

慮した濃度比率）を用いて算出していたが、環境影響評価法の施行に伴

い作成した「発電所に係る環境影響評価の手引き」（資源エネルギー庁

編）では、日平均値の予測手法として、年平均値と同じ手法を用いて年

間の上位５日間の平均濃度を求めることとしている。この場合、次の「長

期拡散予測における影響評価」と同等の評価が行われることとなる。現

状において本手法による事例は少ないが、環境影響評価の手続きが完了

した３例では、いずれもＭＣＲ計画値を用いて予測が行われていた。

ボイラー最大連続蒸発量運転を行った場合、この評価条件が変わることが無いことから、

運転方式の変更が環境影響評価における短期拡散予測に与える影響はない。

　　　ロ．長期拡散予測における影響評価

長期拡散予測は、発電所の運転に伴う１年間の平均的な大気環境影響を評価するもので、

評価条件は以下のとおりである。

ばい煙諸元：       排出ガス量としては年間の稼働パターン（利用率、負荷パターンなど）

を考慮している。

この場合のばい煙諸元（ベースとなる１時間値）は、ＭＣＲにおける計

画値を用いる場合とＥＣＲにおける計画値を用いる場合とがあるが、長

期拡散予測が発電所の年間平均的な運転による年平均着地濃度分布を求

めることにかんがみれば、平均的なボイラー運転を示すＥＣＲにおける

ばい煙諸元を用いることも、最大のボイラー運転を示すＭＣＲにおける

ばい煙諸元を用いることも、ともに合理性がある。

気 象 条 件 ：       発電所周辺の年間の風向、風速、大気安定度などを実測し、１時間毎の

風向、風速、大気安定度等のデータを１年間分統計処理したものを用い

ている。

拡散予測手法：以上の排出ガス量、風向、風速、大気安定度のデータセットから１時間

毎の着地濃度を計算し、これらのデータの１年間分を加重平均した値か

ら年平均着地濃度分布を求めている。
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ボイラー最大連続蒸発量運転を行った場合、既にＭＣＲの計画値をばい煙諸元として長

期拡散予測を行っている場合は、その結果に影響はない。他方、ＥＣＲの計画値をばい煙

諸元として長期拡散予測を行っている場合は、既存の評価結果以上の着地濃度となること

が予想される。この場合、ＭＣＲとＥＣＲのばい煙量の差は最大数％程度であること、Ｅ

ＣＲに比べ排ガス量が多くなるＭＣＲでは煙突からの排ガスの排出速度及び浮力の増加に

より有効煙突高さが上昇し拡散が進むことから、ＭＣＲとＥＣＲの着地濃度は大きくは変

わらない。（図－７にばい煙量及び排ガス量が増加した場合における着地濃度の変化を概

念的に示す。）

　　　　　　　　図－７　煙突からの距離と着地濃度の関係（概念）

（ばい煙量、排ガス量が増加した場合の着地濃度の変化）

ここで一例として、既にＥＣＲにて長期拡散予測を行った発電所について、ＭＣＲ運転

を行った場合の違いを試算したところ、表－２に示すとおりＭＣＲとＥＣＲの最大着地濃

度の差は僅かであった。

表―２　長期拡散予測の例（Ａ火力発電所・出力100万kW級ユニット（石炭焚）×２基）

項　　　目 ＥＣＲ ＭＣＲ

排ガス量(１基当たり) 3,390×10３m３Ｎ/h 3,560×10３m３Ｎ/h

ばい煙量（硫黄酸化物）（〃） 305m３Ｎ/h 320m３Ｎ/h

最大着地濃度
0.00036ppm

(0.000357ppm)
0.00036ppm

(0.000364ppm)

最大着地濃度距離 10.0km 同左

煙突からの距離 (km)

着地濃度
(ppm)

ベース

ばい煙量のみ５％増

ばい煙、排ガス量とも５％増
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以上の評価結果から、運転方式の変更が環境影響評価における長期拡散予測に与える影

響はほとんどないものと考えられる。

　 ②ボイラー最大連続蒸発量運転に伴う大気環境への影響

ボイラー最大連続蒸発量運転を実施した場合、これまでの運転から燃料投入量を増やし

ＭＣＲでの出力まで増加させることとなるため、環境への負荷は若干増大する。

特にタービン効率が高い冬季は、図－４に示すとおり運転方式の変更に伴う増加幅が大

きくなるが、この増加量は多くの場合最大で５％程度と想定され、前述したとおり冬季にお

いても短期拡散予測結果を超えることはない。また、タービン効率の悪化する夏季は、もと

もとＭＣＲ以下の範囲でボイラー蒸発量を増やして運転していることから、運転方式の変更

に伴う増加はほとんどない。

このように、年間を通してボイラー最大連続蒸発量運転を実施した場合でも、着地濃度

の年間平均値等に及ぼす影響はほとんどないものと考えられる。

（３） 電気事業法関係法令に基づく変更手続きの要否

ボイラーの設置や変更に際しては、電気事業法関係法令に基づき必要な届出を行っている。

これらの届出では、大気汚染に関係した、排ガス量、ばい煙濃度、ばい煙量等の値は、ボイラ

ーをＭＣＲで運転を行った場合のものを届け出ている。

このため、ＭＣＲ運転を行うこととなるボイラー最大連続蒸発量運転の実施によっても、こ

れらの諸元が変更されるものではないことから、電気事業法関係法令に基づく使用方法の変更

等の手続きは要しない。
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２．温排水影響評価

（１） 温排水の拡散予測手法

　①　温排水の拡散するしくみ

放水口から放出された温排水は、

イ) 放水口の近くで周囲の温度の低い海水を巻き込み温度が低下する。

ロ) 海の表層を拡がりながら海域の流れ等によって周辺の海水と混じり温度が低下する。

ハ) 大気中に熱を放出して温度が低下する。

　　というメカニズムで環境の海水温度まで温度が低下する。（図－８参照）

　　

　　温排水の拡がり方は、温排水排熱量、放水方式、放水口の形状・配置や周辺の海岸地形

等のほか、海の環境条件や大気の条件（気温、風速等）などによっても異なる。また、海

域の流れにも影響されて、温排水の拡がる形や大きさは時々刻々変化する。

図－８　放水された温排水が拡がるしくみ（水中放水方式の場合の概念図）

温排水

ロ）海域の流れによる拡散

ハ）大気への放熱

イ）周囲の海水の巻き込みによる急激な水温低下

平面図

断面図
海域の流れによる拡散

温排水の拡散範囲

（１℃以上上昇範囲）

放水口

放水口

海域の流れ
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　 ②　温排水の拡散予測

法令等に基づく環境影響評価における温排水拡散予測は、温排水が海域へ与える影響（温

排水の拡散による海水温度の上昇範囲）を予測評価するもので、風向、気温等の気象条件、

海流等の海象条件により変動する拡散範囲を総合的に包絡する範囲を求めている。

拡散予測の条件の基礎となるのは気象・海象条件であり、「海域の流れ」、「海水温度」、

「気温、風速等」のデータが不可欠である。これらの条件は、温排水の拡散方向や大気への

放熱量に影響している。また、放水口等の構築物の形状や海底地形等は、流れや温排水と環

境海水との混合に影響している。

温排水拡散予測手法については、放水方式に応じた手法が用いられている。表層放水方式

の場合は「数理モデルによるシミュレーション解析手法」が、水中放水方式の場合は「水理

模型実験手法」が一般に用いられている。数理モデルによるシミュレーション解析手法は、

運動方程式、連続方程式及び熱拡散方程式をベースに構成されている。ここで、数理モデル

によるシミュレーション解析手法では、拡散範囲が最も広くなる場合を想定し、海面から大

気への放熱量が最も小さくなる気象条件を採用している。

温排水排熱量は発電所の運転状態で異なるため、環境影響評価に用いる温排水排熱量は、

設計上の最大の排熱量となるように、温排水の放水量には「復水器設計冷却水量」を、取水

する海水と温排水の温度差には「復水器設計水温上昇値」を用いて算出している。

温排水の拡がる形や大きさは海域の流れによっても変化するので、流れの向きや速さの違

う複数な流れについてそれぞれ拡散予測を行い、これらの拡散範囲を重ね合わせ、その全て

の範囲を取り囲むように引いた包絡線を環境影響評価では「温排水拡散予測範囲」としてい

る。図－９に温排水拡散予測範囲（包絡線）の概念図を示すが、包絡線部分は周辺の海水よ

りも１℃高くなると予測される範囲である。

　　　　　　　　温排水拡散予測範囲（包絡線）（１℃以上上昇範囲）

　　　　　　　　流れ毎の拡散予測結果（１℃以上上昇範囲）

図－９　温排水拡散予測範囲（包絡線）の概念図

放水口

温排水
海域の流れ 海域の流れ

流れがほとんど

ない場合
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（２） ボイラー最大連続蒸発量運転に伴う温排水による環境への影響

① 温排水に係る環境影響評価の結果とボイラー最大連続蒸発量運転による評価結果の比較

　　イ．温排水拡散予測における影響評価

環境影響評価における温排水拡散予測で用いられる気象・海象条件、放水口等の構築物の

形状、海底地形等の予測条件は、発電所の運転方法に依存しないので、これまでと変わらな

い。数理モデルによるシミュレーション解析手法では、前述のとおり拡散範囲が最も広くな

る場合を想定し、海面から大気への放熱量が最も小さくなる気象条件を採用しているが、こ

れもボイラー最大連続蒸発量運転を行っても変わらない条件である。

環境影響評価で用いる温排水排熱量は、設計上の最大温排水排熱量を基に復水器設計冷却

水量と復水器設計水温上昇値から算出した値を用いている。そもそも復水器の設計において

は、海水温度が一番高い夏季であっても蒸気タービンや復水器にＭＣＲの蒸気量が流れ込ん

だ場合に復水器が所要の性能を発揮できるように、余裕を持って復水器設計冷却水量及び復

水器設計水温上昇値が設定されているため、運転方式の変更により、環境影響評価で用いる

温排水排熱量を変更する必要はない。（図－１０参照）

以上のとおり、ボイラー最大連続蒸発量運転を行った場合であっても、これらの評価条件

が変わることがないことから、既存の環境影響評価の温排水拡散予測に与える影響はない。

現状の運転方法
ボイラー最大蒸発量における

ボイラー蒸発量一定運転

１月 １２月 １月 １２月６月 ６月

ボイラー蒸発量（海水温度に応じ変化）

電気出力（海水温度に応じ
て変化）

 

ボイラー最大蒸発量（一定）

電気出力（一定）

　
設
計
上
の
最
大
温
排
水
排
熱
量

図－１０　季節による電気出力及び温排水排熱量の変動（概念図）
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冬の温排

水排熱量

冬の温排

水排熱量

夏の温排

水排熱量
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ここで一例として、環境影響評価で用いた温排水排熱量、設計上の最大温排水排熱量、Ｍ

ＣＲ運転時の温排水排熱量及び現状の運転方式による温排水排熱量の関係について確認した

ところ、図－１１のとおりであった。

　　ロ．海生生物に対する影響

ボイラー最大連続蒸発量運転は、環境影響評価における温排水拡散予測の予測条件内の運

転であることから、温排水による海生生物への影響に関する環境影響評価の結果は変わらな

い。

また、卵・稚仔等が復水器を通過することによる影響についても、ボイラー最大連続蒸発

量運転を行った場合の冷却水の取水条件（取水量、取水流速、復水器設計水温上昇値）は環

境影響評価と変わらず、また、温排水排熱量も環境影響評価の予測条件よりも小さいため、

環境影響評価の結果は変わらない。

　　ハ．蒸気霧（局地気象）への影響

冬の寒い朝等、気温が海水温よりも低くなる気象条件下で、海面に冷たい空気が流れ込む

と、海面から蒸発した水分が冷やされ霧が発生する場合があり、これを「蒸気霧」と呼ぶ。

この蒸気霧の予測評価は、温排水排熱量及び環境影響評価における温排水拡散予測範囲を踏

まえて行われている。

ボイラー最大連続蒸発量運転は、温排水排熱量及び環境影響評価における温排水拡散予測

の予測条件内の運転であることから、蒸気霧についての環境影響評価の結果は変わらない。

　　ニ．流動予測（船舶航行等）への影響

ボイラー最大連続蒸発量運転を行った場合であっても、温排水の放水流速は環境影響評価

の値と変わらないため、流動への影響はないものと考えられる。

図－１１　温排水排熱量の大小関係（Ｂ火力発電所　出力100万kW級ユニット（石炭焚）１基あたり）

環境影響評価で用いた温排水排熱量

復水器設計水温上昇値　７℃

復水器設計冷却水量　34.6ｍ３/ｓ

から算出される温排水排熱量

 設計上の最大温排水排熱量の約１％大

 設計上の最大温排水排熱量

夏場の最低真空度を想定した

ＭＣＲ運転の計画値等から

算出

　　約3.5×10９kJ/ｈ

≧ ≧＞

ボイラー最

大連続蒸発

量運転時温

排水排熱量

 季節変化

定格電気出

力運転時温

排 水 排 熱

量

 季節変化
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　②ボイラー最大連続蒸発量運転に伴う環境への影響

ボイラー最大連続蒸発量運転を実施した場合、これまでの運転より温排水排熱量による環

境負荷は若干増加する。

特にタービン効率が高い冬季は、現状より温排水排熱量が若干増加することとなるが、そ

の量は最大でも数％程度と想定され、前述の温排水拡散予測の範囲内である。またタービン

効率の悪化する夏季は、もともと温排水排熱量が設計値に近い状態で運転していることから、

運転方式の変更に伴う増加はほとんどない。

このように、年間を通してボイラー最大連続蒸発量運転を実施した場合でも、環境影響評

価において実施された温排水拡散予測の範囲を超えることはなく、環境への影響はほとんど

ないものと考えられる。

３． その他の配慮事項

以上のように、ボイラー最大連続蒸発量運転は、法的に問題のない運用であるとともに、環境

上の影響もほとんどない運用であると評価されたが、今回の検討において例として取り上げた発

電所は、電気事業者が設置している一般的な発電所であり、自家用の汽力発電所などでは、復水

器の冷却に冷却塔方式を採用するなど今回検討していない環境影響要因も考えられる。このため、

ボイラー最大連続蒸発量運転を実施するにあたっては、事業者はあらかじめ各々の発電設備の型

式に応じた環境へ及ぼす影響について検討を行うことが望ましい。

また、事業者は地方自治体と公害防止協定等を締結し対外的な約束事項を定めている場合があ

り、ボイラー最大連続蒸発量運転を実施することにより、それら約束事項の変更が必要となる場

合も想定される。

その他、ボイラー最大連続蒸発量運転を実施するにあたっては、地域毎に配慮すべき個別事項

がある場合も考えられる。

したがって、ボイラー最大連続蒸発量運転を実施しようとする場合は、必要に応じ、あらかじ

め関係機関と協議を行うなど、適切な対応を実施することが必要である。
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おわりに

　汽力発電設備における「ボイラー蒸発量一定運転」は、一般的には実施されることの少ない運

転方式と考えられる。この運転のうち、ボイラー蒸発量をボイラー最大蒸発量（ＭＣＲ）で一定

運転した、いわゆる「ボイラー最大連続蒸発量運転」下における蒸気タービン設備、電気設備及

び計測制御設備の安全性について詳細に検討し、安全であることを確認した。

　また、「ボイラー最大連続蒸発量運転」による、大気環境及び温排水への影響は、これまで行わ

れてきた環境影響評価の予測条件内あるいは軽微な増加にとどまり、大気及び海域環境への影響

はほとんどないものと評価されることを確認した。

　以上の確認は、一般的な汽力発電設備の設計や設備計画を前提とした評価であるため、各プラ

ントで実際に「ボイラー蒸発量一定運転」を実施する場合は、自主保安の観点から各発電設備設

置者自ら、予想される運転状態における安全性や環境影響について評価を行うことが重要である。

以　上


